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本
法
律
案
は
、
広
域
に
わ
た
る
活
発
な
人
の
往
来
又
は
物
資
の
流
通
を
通
じ
た
地
域
の
活
性
化
（
広
域
的
地
域
活
性
化
）
の

た
め
の
基
盤
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
る
。

二
、
都
道
府
県
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
広
域
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
と
な
る
施
設
や
こ
れ
と
関
連
す
る
基
盤
整
備
事
業
等

に
つ
い
て
定
め
る
広
域
的
地
域
活
性
化
基
盤
整
備
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
広
域
的
地
域
活
性
化
基
盤
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
民
間
事
業

者
は
、
民
間
拠
点
施
設
整
備
事
業
計
画
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
都
市
に
お
け
る
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
利
用

及
び
都
市
機
能
の
増
進
に
寄
与
す
る
等
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
は
、
三
、
の
認
定
事
業
者
に
対
し
、
当
該
事
業
の
施
行
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
出
資

等
の
方
法
に
よ
る
支
援
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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五
、
認
定
事
業
者
は
、
都
市
計
画
決
定
権
者
に
対
し
、
当
該
認
定
事
業
の
施
行
の
効
果
を
一
層
高
め
る
た
め
に
必
要
な
都
市
計

画
の
決
定
又
は
変
更
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
拠
点
施
設
関
連
基
盤
整
備
事
業
及
び
こ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
地
域
活
性
化
を
推
進
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
民
間
事
業
者
等
の
活
動

等
を
促
進
す
る
た
め
、
交
付
金
制
度
を
創
設
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
、
政
府
は
、
法
施
行
後
十
年
以
内
に
、
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。


